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会   議   録 

 

会議の名称 令和６年度 第３回本庄市行政不服審査会 

開 催 日 時  令和７年３月１０日（月） 
午前１０時００分から 

午前１０時３０分まで 

開 催 場 所  本庄市役所５階 ５０１会議室 

出 席 者 

（委員） 

増井 武文委員、羽田 真委員、矢部 喜明会長 

（事務局）行政管理課 

三森課長、横尾課長補佐、福島主任 

（処分庁）収納課 

 矢嶋課長、井野課長補佐、有路主事 

 欠 席 者 なし 

議  題 
（次  第） 

 １ 開会 

 ２ 審議 

 （１）答申（諮問第２号）の方針について 

 ３ その他 

 ４ 閉会 

配 付 資 料 

 ・次第 

  

その他特記事項 
 

 

主 管 課  総務部行政管理課 

 

発 言 者 発言内容・決定事項等 

事務局 

(横尾課長補佐) 

本日は公私共にお忙しいところ、ご出席をいただきましてありがとうござ

います。 

只今から、第３回本庄市行政不服審査会を始めさせていただきます。 

前回と同じく審査会の調査審議につきましては、本庄市行政不服審査会条

例施行規則第４条により、非公開とさせていただきます。 

また、審査会の答申作成等のため、録音をとらせていただきますことをご

了解いただきたいと存じます。 

会議に入ります前に、本日の資料の確認をさせていただきます。本日用意
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いたしました資料は、 

・次第 

１枚のみでございます。 

不足等はよろしいでしょうか。 

それではこれより、審議に入らせていただきます。審議の進行につきまし

ては、矢部会長にお願いいたします。よろしくお願いいたします。 

矢部会長 【審議事項は非公開】 

 

内容確認（処分庁への聞き取りを含む。）、答申案及び会議録の確認方法に

ついて確認。 

矢部会長 他にないようでしたら、これで審議の方を終了いたしますので、私の方の

議長の任を解かせていただきます。最終、進行をお願いします。 

事務局 

(横尾課長補佐) 

そうしましたら、次第としましては以上になりますので、これをもちまし

て本庄市行政不服審査会第３回を閉会とさせていただきます。慎重審議をあ

りがとうございました。 


